
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20190913 優心ファクトリー合同会
社
法人番号（２２８０００３０
００２７３）
代表者渡部幸夫

島根県松江市八束町波入
１５３２－１

中央営業所 島根県松江市八束町波入
１５３２－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文書警
告

道路運送法第２７条第３
項

継続監視の監査対象として、平成３０年１２月１
８日、平成３１年２月２２日及び令和元年７月２４
日に監査を実施。４件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条第
１項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則
第２４条第５項）（３）乗務員台帳記載事項義務
違反（運輸規則第３７条第１項）（４）特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第３８条第２項）

24 6

（別添様式）


